
 

移住ガイドブック制作 プロポーザル募集要項 

 

１ 趣旨 

  能代市で取り組む移住定住環境整備事業に、民間のノウハウを追加することで、本 

市の持つ魅力を広くアピールし、移住定住人口の増加を図ることを目的に、業務の受 

注を希望する団体を公募するものである。 

 

２ 業務の概要 

・業 務 名  移住ガイドブック制作 

・業務内容  能代市の移住ガイドブック制作 

・納入期限  令和６年１２月２７日 

・業務場所  能代市内 

・上 限 額  １，０５６，０００円(消費税及び地方消費税相当額を含む) 

※見積書（様式第５号）がこの金額を超えないこと。ただし、この 

金額は契約時の予定価格を示すものではなく、本業務の規模を示 

したものである。 

     

３ 参加資格要件 

次の要件をすべて満たすこと。 

※参加資格要件の審査基準日は、令和６年４月１９日（金）とする。 

（１）令和６・７年能代市物品等指名競争入札等参加資格者名簿に登載されていること。 

（２）国、秋田県及び本市における指名停止等の措置を受けていないこと。 

（３）破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更正手続 

開始の申立てまたは民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされてい 

ない企業であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定または 

民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた場合は、この限りではない。 

（４）暴力団又は暴力団員の統制の下にある法人等でないこと。 

   

４ 欠格事由 

次のいずれかに該当する場合は、本件プロポーザルに参加することができない。 

（１）３に掲げる参加資格要件を満たさなくなったとき。 

（２）提出書類に虚偽の記載をしたことが明らかとなったとき。 

（３）その他公平な審査を妨害する行為があったと認められるとき。 

 

 

 



 

５ 事業全体スケジュール及び受注者決定までの事務手順 

項  目 日  程 

① プロポーザル実施の公告 令和  ６年 ４月 ８日（月） 

② 参加表明書の提出期間 令和 ６年 ４月 ８日（月） 

～４月１９日（金） 

③ 質疑の受付期間 令和 ６年 ４月 ８日（月）      

～４月１０日（水） 

④ 質疑への回答 令和 ６年 ４月１５日（月）  

⑤ 参加資格者確認結果通知 

○参加資格確認 

○提案書、企画提案書の提出依頼 

令和 ６年 ４月２４日（水）  

⑥ 提案書の提出期限 令和 ６年 ５月２１日（火） 

⑦ 審査（ヒアリング） 

○プレゼンテーション 

○選定委員会 

○受注予定者の選定 

令和 ６年 ５月下旬～６月上旬 

⑧ 契約締結及び委託開始 令和 ６年 ６月中旬 

⑨  契約終了 令和 ６年１２月２７日（金） 

   ※上記スケジュールは、変更となる場合がある。 

   ※説明会は開催しない。 

 

６ 参加表明書等の提出 

  プロポーザルに参加しようとする者は、次のとおり参加表明書等を提出すること。 

  ・提出書類 ①参加表明書（様式第１号） 

        ②会社（団体）概要及び役員構成報告書（様式第２号） 

        ③規約、定款（任意様式） 

※市が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合がある。 

  ・提出部数 ６部（原本１部、写し５部） 

  ・提出場所 能代市企画部移住定住推進課 

  ・提出方法 持参又は書留郵便とする。郵送の場合は、期限内に必着のこと。 

  ・提出期間 令和６年４月８日（月）～４月１９日（金）まで 

  ・受付時間 水曜・土曜を除く、午前１０時００分～午後５時１５分まで 

 

７ 参加の辞退 

  参加を辞退する場合は、次のとおり書類を提出すること。 



 

  ・提出書類 参加辞退届（様式第７号） 

  ・提出部数 １部 

  ・提出方法 参加表明書の提出方法と同じ。 

  ・提出期限 令和６年５月２１日（火）まで 

（水曜・土曜を除く、午前１０時００分～午後５時１５分まで） 

 

８ 質疑及び回答 

質問がある場合は質問書を次のとおり提出すること。 

（質疑提出期間内であれば何度提出してもよい。） 

・提出様式 質問書（様式第６号）を使用すること。 

・提出部数 １部 

・提出場所 能代市企画部移住定住推進課 

・提出方法 質問箇所及び内容をわかりやすく記載しＦＡＸ（0185-58-5100） 

またはＥメール（iju@city.noshiro.lg.jp）にて行うこと。※変更 

送信後は、必ず受信確認を行うこと。 

・提出期間 令和６年４月８日（月）～４月１０日（水）まで 

・回答方法 令和６年４月１５日（月）午後５時までに市ホームページにて、随時 

公開する。 

 

９ 参加資格確認の結果及び提案書等の提出依頼 

  参加表明書等の書類審査後、プロポーザルへの参加資格確認の結果及び提案書等の 

提出依頼について令和６年４月２４日（水）にＦＡＸ及び郵送により通知する。 

 

１０ 提案書等の提出 

提案書等の提出依頼を受けた者は、次のとおり書類を提出すること。 

提案書、企画提案書、見積書、見積内訳書について、受理後の差し替え、追加、削 

除等一切認めない。 

・提出書類  ①提案書（様式第３号） 

      ②企画提案書（任意様式）  

        ③担当予定者の氏名・実績等報告書（様式第４号） 

        ④見積書（様式第５号） 

        ⑤見積内訳書（任意様式）  

※上限額を超えないこと。超えた場合はその提案を無効とする。 

・提出部数 ６部（原本１部、写し５部）  

・提出場所 参加表明書の提出場所と同じ 

・提出方法 参加表明書の提出方法と同じ 



 

・提出期間 令和６年５月２１日（火）まで 

・受付時間 水曜・土曜を除く、午前１０時００分～午後５時１５分まで 

 

１１ 企画提案書の作成要領 

企画提案書は、次により作成する。 

書類はファイリング・製本等はせず、複数ページにわたるものは左上１か所ホチキ 

ス止めとする。記載方法は、Ａ４版１０枚以内（両面印刷可）、横書き、文字サイズ 

１１ポイント以上で具体的かつ簡潔に記載すること。なお、図表等の挿入は可とし、 

図表等に用いる文字サイズは指定しない。 

 

１２ プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

提案書を提出した者は、次のとおりプレゼンテーションを行うものとし、これに係 

るヒアリングを実施する。 

・実 施 日 令和６年５月下旬～６月上旬 ※変更する場合がある 

・開始時間 後日通知する。 

・実施場所 能代市役所 

・所要時間 プレゼンテーション２０分以内、質疑応答１０分程度 

・内  容 主たる担当者が中心となって、３名以内で提案書の説明及び質疑応答を行 

うこととする。当日の追加資料配布は認めない。 

事業者は、説明に当たって、事前に事務局に申し出した場合、パソコン、 

プロジェクター、スクリーンを使用することができる。 

※プロジェクター及びスクリーンは事務局で用意する。 

※パソコンは、提案者が準備する。 

       

１３ 審査方法及び評価基準 

提案書等及びプレゼンテーションについて、別紙に基づき審査する。 

評価は加点方式により行い、選定委員の点数を平均し決定する。満点を１００点

とし、最高得点の事業者を受注予定者とする。なお、６０点未満の事業者は受注予

定者とならない。 

 

１４ 選定結果の通知 

選定結果の通知については、令和６年６月中旬に通知予定である。なお、選定結果  

 の内容についての質疑、異議等は一切応じない。  



 

１５ 契約について 

  選定委員会において受注予定者を決定後、その者と随意契約により契約を締結する。 

  受注予定者が受注契約を辞退するか資格要件を満たさなくなった場合は、次点の者 

を受注予定者とし、その者と随意契約により契約を締結する。 

  受注候補者が１者のみの場合にあっても審査を実施し、その提案内容が本業務の受 

注者に適していると認められる場合は、その者を受注予定者として選定し、随意契約 

により契約を締結する。 

 

１６ その他 

（１）次の事項に当てはまる場合は、提案を無効とする。 

    ・応募関係書類に虚偽の記載があった場合。  

    ・審査の公平性に影響を与える行為があった場合。  

 （２）提案や提出書類に関する費用は、提案者の負担とする。 

（３）提出した書類については、提案者の都合による変更を認めない。また、返却し 

ない。 

 （４）提案の著作権は、提案者に帰属する。 

（５）その他本要項に定めのない事項については、別途本市の指示によるものとする。 

 

１７ 問い合わせ先 

    能代市企画部移住定住推進課 担当 小林 

〒０１６－０１２１ 秋田県能代市鰄渕字古屋布１  

イオンタウン能代 NOSHI_local square 内 

電話番号 ０１８５－７４－６７６７ ＦＡＸ ０１８５－５８－５１００ 

Ｅメールアドレス  iju@city.noshiro.lg.jp  

ホームページ    https://www.city.noshiro.lg.jp 

  ※募集要項及び様式は能代市ホームページからダウンロードできます。  



 

（別紙）  

移住ガイドブック制作 

応募型プロポーザル審査基準 

 

１ 評価点数  各審査項目とも次の５段階で評価する。 

 

 

２ 審査項目と評価点  次に定める審査項目について評価する。 

審  査  項  目 評 価 点 

（１）実績等について 

 これまでの実績や会社（団体）体制 １０点 

（２）提案内容 

 ①業務の理解度が十分である １０点 

②市の魅力や特徴をわかりやすく伝える 

ことが期待できる経験または技術がある 
２５点 

③具体性、実現性がある ２５点 

④作業スケジュールが適当である １０点 

⑤参考見積金額の妥当性 １０点 

（３）体制 

 実施体制が整っており、市との役割分担が適

当である 
１０点 

 計 １００点 

 

 

評価区分 評価点（１０点） 評価点（２５点） 

優れている １０ ～ ９ ２５ ～ ２１ 

良い ８ ～ ７ ２０ ～ １６ 

普通である ６ ～ ５ １５ ～ １１ 

やや劣る ４ ～ ３ １０ ～  ６ 

劣っている ２ ～ １  ５ ～  １ 


